
（平成２２年６月３０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 6 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認滋賀地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



滋賀国民年金 事案 864 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から同年９月まで              

    社会保険事務所（当時）に国民年金保険料の納付状況を照会したところ、

申立期間について、納付事実が確認できないとの回答をもらった。  

しかし、私が所持する年金手帳に記載された国民年金被保険者資格喪失年

月日は、夫と同じ昭和 57年 10月１日であり、保険料納付についても、夫が

夫婦の分をまとめて納付していたのに、申立期間について、私だけが未納と

なっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の資格喪失日は昭和 57 年４月１日となっ

ているものの、申立人及びその夫が所持する年金手帳の「国民年金の記録」欄

には、いずれも資格喪失日が同年 10 月１日と記載されている上、申立人が同

年４月１日に国民年金の被保険者資格を喪失する事情は見当たらない。 

また、申立期間は６か月と短期間であり、夫婦の国民年金保険料をまとめて

納付していたとする申立人の夫については、申立期間について納付記録が確認

できる上、申立期間以外については夫婦の国民年金保険料の納付記録が一致し

ており、申立期間当時、申立人の生活状況に大きな変化は無かったとみられ、

経済的事情により未納が生じたとは考え難いことから、当該期間のみ夫婦の納

付記録が異なっているのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



 

滋賀厚生年金 事案 696 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ部における資格取得日に係る記

録を昭和 46 年７月１日に、資格喪失日に係る記録を同年８月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を３万 3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 46年７月１日から同年８月１日まで 

ねんきん特別便を確認したところ、年金の加入期間に１か月の空白期間が

あることが分かった。昭和 46年に現在のＡ社に入社以来、他社に出向した

ことも無い。会社の在籍証明書を添付するので、厚生年金保険の加入期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   在籍証明書、雇用保険の記録、事業所の回答及び同僚の記録状況から、申立

人がＡ社に継続して勤務し（昭和 46 年７月１日に同社本社工場から同社Ｂ部

に異動、同年８月１日に同社Ｂ部から同社Ｃ営業所に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社工場における

昭和 46 年６月の社会保険事務所（当時）の記録及び申立人と同年代の同僚の

記録から、３万 3,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、不明としているものの、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届

が提出された場合には、その後被保険者資格の喪失届を提出する機会があった

こととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録して

おらず、これは通常の事務処理では考え難いことから、事業主から社会保険事

務所への資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務



 

所は、申立人に係る昭和 46 年７月分の保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 
 



 

滋賀厚生年金 事案 697 

 

第１ 委員会の結論    

   申立人のＡ社における資格取得日は昭和 19 年２月３日、資格喪失日は 20

年 11 月６日であると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保

険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 19 年２月から同年５月ま

でを 30円、同年６月から 20年 10月までを 50円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年２月３日から 20年 11月６日まで 

    年金記録を照会したところ、Ａ社の記録は、資格取得日は昭和 19 年２月

３日と確認できたが、資格喪失日が不明とのことであった。 

    昭和 20 年 11 月 20 日にＢ社に勤務する直前まで、Ａ社に勤務していたの

で、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め、年金給付に反映し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間において勤務していたと主張するＡ社の健康保険厚生年

金保険被保険者名簿に、申立人と同姓同名で、生年月日が一致する基礎年金番

号に未統合の厚生年金保険被保険者記録（昭和 19年２月３日資格取得、資格

喪失日欄は空欄のため不明）が確認できる。 

 また、Ａ社が保管する厚生年金保険被保険者台帳によると、申立人がＡ社に

おいて、昭和 19年２月３日に被保険者資格を取得し、20年 11月６日に同資

格を喪失した旨の記録が確認できるところ、当該台帳に記載された資格取得日、

被保険者番号及び標準報酬月額の等級は、いずれも当該未統合記録と一致して

いることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、当該未統合記録は、申立人の厚生年金保険被

保険者記録であり、申立人のＡ社における資格取得日は昭和 19年２月３日、

資格喪失日は 20年 11月６日であると認められる。  

 なお、申立期間の標準報酬月額については、当該未統合記録及び申立人に係



 

る厚生年金保険被保険者台帳に記載されている記録から、昭和 19年２月から

同年５月までを 30円、同年６月から 20年 10 月までを 50円とすることが妥当

である。 

 
 



                      

  

滋賀厚生年金 事案 698 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成５年４月６日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 11 万 8,000 円とする

ことが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年３月 20日から同年４月６日まで 

    私は平成５年１月 27 日から同年４月５日まで、Ａ社に勤務していた。５

年２月から同年４月までの分の給与から、厚生年金保険料が控除されてい

るにもかかわらず、同年１月及び同年２月の記録しかない。確かに厚生年

金保険料を３か月間分控除されているので、記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳、申立人から提出された給与支払明細書及び雇

用保険の記録から判断すると、申立人は、同事業所に平成５年４月５日まで継

続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料納付の特例等に関する法律に基づ

き標準報酬月額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の給与支給額

のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であり、これらの標準報酬月額のい

ずれか低い方の額を認定することとなることから、申立期間の標準報酬月額に

ついては、申立期間に係る給与支払明細書等の給与支払額により、11万 8,000

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでない



                      

  

と判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

滋賀厚生年金 事案 699 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日は、昭和 57年３月９日であると認

められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る

記録を訂正する必要がある。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、19 万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年３月９日から同年４月１日まで 

   昭和 43年４月にＣ社に入社し、途中、一度も休職又は退職することなく、

Ｄグループの事業所において勤務した。 

申し立てた昭和 57年３月９日から同年４月１日までの厚生年金保険の加

入記録が抜けているのは、Ｃ社Ｅ支社からＡ社Ｂ工場へ異動した際の事務

手続の不備によるものであると思うので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ｄ企業年金基金（Ａ厚生年金基金解散後、同基金の記録を管理）が保管す

る申立人のＣ社における厚生年金基金加入員資格喪失届、Ａ社における資格

取得届及び雇用保険の被保険者記録により、申立人は、Ｄグループの事業所

に継続して勤務し(昭和 57 年３月９日にＣ社Ｅ支社からＡ社Ｂ工場に異動)、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

 また、Ｄ企業年金基金が保管する申立人の厚生年金基金加入員資格喪失届

及び同資格取得届によると、申立人は、昭和 57 年３月 10 日にＣ社Ｅ支社で

同基金加入資格を喪失し、同年３月９日にＡ社Ｂ工場で同資格を取得したこ

とが確認できる。 

 さらに、Ａ社を通じてＤ企業年金基金に確認したところ、同基金は、当時

の厚生年金保険及び厚生年金基金への届出用紙は、複写式の様式を使用して

いたと回答している。 



                      

  

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 57年３月９日にＡ

社Ｂ工場における厚生年金保険被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険

事務所（当時）に行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における

昭和 57 年４月の社会保険事務所の記録から、19 万円とすることが妥当であ

る。 

  
 



滋賀国民年金 事案 865 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年１月から同年８月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年１月から同年８月まで              

    会社を辞めて自営業を手伝いながら再就職先を探しているとき、集金の方

から、「短い間でも国民年金は、納めないといけない。」と教えてもらい、母

が保険料を納めた記憶があるので、調査してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

平成９年１月の基礎年金番号の導入以前に国民年金に加入した場合には、必

ず国民年金手帳記号番号が払い出されることとなるが、申立人に対して、国民

年金手帳記号番号が払い出されていた形跡はうかがわれないことから、申立期

間については国民年金の未加入期間であり、制度上保険料を納付することがで

きない期間である。 

また、申立人自身は、国民年金の加入手続及び保険料納付に関与しておらず、

「集金の方に母が納めた記憶がある。」と申し立てているが、申立期間当時、

申立人の住所地であったＡ市は、「当時、国民年金保険料の集金制度は無かっ

た。」と回答している上、申立人の国民年金保険料を納付していたとする母は、

「古いことなので、娘の分まで支払ったかどうかは覚えていない。」と証言し

ている。 

さらに、申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



滋賀国民年金 事案 866 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年３月から同年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年３月から同年８月まで 

昭和 60 年３月に会社を退職し、同年９月に再就職するまでの間に、国民

年金に加入して保険料を納付していたのに、未加入とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 60 年３月に会社を退職した後、Ａ市から国民年金の加入勧

奨があり、加入手続を行ったとしている。 

このことについてＡ市では、「当時、届出が無ければ厚生年金保険の被保険

者資格喪失日を当市が把握することはできなかったものの、本件の場合、申立

人が退職後、国民健康保険に加入していることから、この加入手続時に、同時

に国民年金への加入勧奨がなされた可能性も考えられる。」と説明している。 

しかし、オンライン記録によると、申立期間に係る申立人の妻の国民年金被

保険者の種別が変更処理されたのは、申立期間後に申立人が再就職してから約

２か月経過した昭和 60年 11月７日であることが確認できることから、申立人

が退職後に国民年金への加入手続を行ったとする主張は不自然である。 

   また、申立人が所持する国民年金手帳及び年金手帳の記録欄には、申立期間

の被保険者資格得喪日の記載は無く、そのほか、厚生年金保険から国民年金へ

の切替手続が行われたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

 さらに、申立人及びその妻は、国民年金保険料をそれぞれ別々に納付してい

たと述べていることから、申立期間について、申立人の妻の保険料が納付済み

であることをもって、申立人の申立期間における保険料の納付を推認すること

はできない。 

加えて、申立人に対し、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこ



とをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人が申立期間の国民年金保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほ

かに申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



滋賀厚生年金 事案 700    

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和９年生 

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 32 年９月１日から 34 年１月６日まで 

② 昭和 35 年６月 27 日から 36 年８月１日まで 

大学を卒業した年の昭和 32 年９月にＡ社に入社し、36 年７月に退職す

るまで勤めていた。入社後の期間と退職前に厚生年金保険の空白期間があ

る。継続して勤めているので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、Ａ社は、「社員名簿によると、昭和 34 年４月及び 35

年４月の時点では申立人の在籍を確認できるが、33 年４月及び 36 年４月時

点では申立人の在籍が確認できない。また、当時の賃金台帳は無く、詳細は

不明である。」と回答しているため、申立人のＡ社における申立期間の勤務

実態、厚生年金保険の加入状況、保険料の控除等について確認することがで

きない。 

また、申立人が名前を挙げた同僚を含む複数の同僚からは、申立人の勤務

実態及び厚生年金保険の加入について具体的な証言を得ることはできなかっ

た。 

さらに、申立人が、Ａ社に同時期に入社したと供述する同僚二人は、同社

において申立人と同日の昭和 34 年１月６日に厚生年金保険被保険者資格を

取得していることが確認でき、いずれも 33 年 11 月に入社したことを証言し

ており、うち一人の同僚は、同社において厚生年金保険被保険者資格を取得

するまで試用期間があったことを証言している。 

また、36 年７月 12 日に同社において厚生年金保険被保険者資格を喪失し

ていることが確認できるもう一人の同僚は、申立人はその同僚自身より早く

退職した旨、証言している。 



加えて、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立期間に申立

人の氏名は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番も無い。 

このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



滋賀厚生年金 事案 701 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年８月１日から 60 年４月 20 日まで 

申立期間について、Ａ事業所に勤務していたが、厚生年金保険の加入記

録が無い。雇用保険記録から勤務していたことは間違いないので、厚生年

金保険の加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録から、申立人が申立期間において、Ａ事業所に勤

務していたことは認められる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ａ事業所が厚生年金保険の適用

事業所となった記録は確認できない。 

また、Ｂ国民健康保険組合に照会したところ、「Ａ事業所は個人事業所と

してＢ国民健康保険組合に加入していた。」と回答している上、元事業主は

申立期間において、国民年金に加入し国民年金保険料を納付していることが

確認できる。 

さらに、Ａ事業所は既に閉鎖しており、元事業主も死亡していることから、

申立人の申立期間における厚生年金保険の適用状況や厚生年金保険料の控除

等について確認できる関連資料や証言を得ることはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

滋賀厚生年金 事案 702 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年３月 31日から同年４月１日まで 

Ａ社に平成元年３月 31 日まで勤務していたにもかかわらず、厚生年金保

険加入記録では同日が資格喪失日となっている。資格喪失日の記録を同年４

月１日に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る雇用保険の離職日は、平成元年３月 31 日であることが

確認できる。 

しかし、申立人の厚生年金基金の記録はオンライン記録と一致している上、

当時の事業主及び事務担当者は、「会社は既に無くなっており、書類や記録は

残っていないが、月末日が資格喪失日となっている者については、退職月の厚

生年金保険料を控除していないと思う。」と回答している。 

また、Ａ社では、申立期間前後において、申立人と同様に厚生年金保険の資

格喪失日及び雇用保険の離職日の両日とも月末日と届けられている者が十数

名見受けられ、これらの者の多くは、厚生年金保険の資格喪失日及び雇用保険

の離職日の同日から国民年金に加入するとともに、国民健康保険の資格を取得

している者が確認できることから、同事業所が月末日を資格喪失として届け出

たことがうかがえる。 

さらに、申立人の上司や同僚のいずれの者からも、申立人が平成元年３月

31 日まで勤務していたこと、及び申立人が申立期間において厚生年金保険料

を控除されていたことについての証言は得られなかった。 

このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

滋賀厚生年金 事案 703 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年５月 21日から 46 年５月１日まで    

Ａ社において、昭和 44 年４月１日に入社してから婚姻日の前月末の 46

年４月 30 日に退職するまで継続して勤務し、厚生年金保険に加入していた

ので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社において、婚姻日の前月末の昭和 46年４月 30日まで継続し

て勤務し、44年４月１日から 46年５月１日まで厚生年金保険に加入していた

と主張している。 

しかしながら、申立人の戸籍謄本によると、申立人は、昭和 45 年５月＊日

に婚姻したことが確認できる。 

また、Ａ社に係る雇用保険の加入記録によると、申立人は、昭和 45 年５月

20 日に離職しており、当該離職日の翌日は、厚生年金保険の資格喪失日と一

致している。 

さらに、Ａ社で申立人と一緒に勤務していた同僚は、「申立人は、昭和 45

年５月ごろに退職したと思う。私は、申立人の結婚式に出席し、同年９月の私

の結婚式には、申立人が夫婦同伴で出席してくれたので、よく覚えている。お

そらく申立人は、結婚した時期を１年勘違いしていると思う。」と証言してい

る。 

   加えて、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の備考欄には、昭和 45

年７月３日に申立人が健康保険被保険者証を返納したことを示す「証返」の記

載があることが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


